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豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生について

県北地域の養豚場１戸で豚流行性下痢（ＰＥＤ）の発生

が確認されたのでお知らせします。

１ 養豚場の概要

（１）飼養頭数 10,818頭

（２）症 状 繁殖豚１頭が嘔吐。

哺乳子豚693頭が下痢を呈し、うち1頭死亡。

２ 経緯

（１）令和２年６月８日、養豚場から北部家畜保健衛生所に異常豚の報告。

（２）同日、同所が養豚場に立入し材料を採取。中央家畜保健衛生所に搬入。

（３）同日、遺伝子検査を実施し、３頭中２頭でＰＥＤ遺伝子を確認。

（４）６月12日、確定診断のための病理検査で陽性を確認し、本病と診断。

３ これまでに行った措置

（１）当該養豚場に対して、まん延防止のため、畜舎等の消毒を指示し、病

性が判明するまで豚の出荷自粛を要請。

（２）また、毎日、発症頭数及び死亡頭数を北部家畜保健衛生所に報告する

よう要請。

４ 今後の対応

（１）当該養豚場に対し、畜舎等の消毒の徹底、毎日の状況報告を要請。

（２）県内と畜場に対し、発生状況や出荷自粛要請した旨について情報提供。

（３）県外と畜場へ出荷の場合は、管轄都県に対し、出荷計画等を情報提供。

（４）県内養豚場あて情報提供し、異状の有無について継続的に監視。

５ その他

（１）本病は豚の下痢の原因となる伝染病で、人には感染しません。

（２）本病は口蹄疫や豚熱などの特定家畜伝染病とは異なり、殺処分の対象

とはなりません。しかし、伝搬力が強く、まん延防止措置が重要となり

ます。

（３）養豚場での取材は、本病まん延を引き起こすおそれがあることから、

決して行わないようお願いします。


